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第１章 はじめに 1 

電気通信番号制度は、令和元年５月に施行された電気通信事業法の改正（電気通信事業2 
法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律（平成 30年法律第 243 
号））により見直され、総務大臣が電気通信番号の使用に関する条件等を定めた電気通信番4 
号計画を作成することが法定された。また、電気通信番号を使用して電気通信役務を提供5 
する電気通信事業者については、総務大臣による電気通信番号の指定の有無にかかわら6 
ず、電気通信番号使用計画を作成し、総務大臣からの認定を受けたうえで、それに適合す7 
るように電気通信番号を使用しなければならないとされた。 8 

この制度の見直しから約５年が経過し、公衆交換電話網（PSTN）の IP網への移行が令和9 
７年１月に完了する見込みであることをはじめ、電気通信市場や社会環境には変化が生じ10 
ており、この変化に伴う課題や電気通信番号のニーズ等に対応する必要が生じている。 11 

具体的には、事業者間の網間信号接続 1について、令和７年１月の公衆交換電話網12 
（PSTN）の IP網への移行完了見込みに伴い、従来の事業者間の接続方法に変化が生じる見13 
込みであり、現行制度との整合について見直しの必要が出てきている。 14 

また、IP網への移行後における固定電話番号の事業者間相互の番号ポータビリティにつ15 
いても、これまで例外の有無について全体的な検討がされておらず、現行制度上の見直し16 
の必要がないか確認する必要が生じている。 17 

さらに、特殊詐欺等の犯罪に電気通信番号が悪用される例が後を絶たず、最近では、電18 
気通信番号使用計画の認定を受けた事業者が特殊詐欺に関与し逮捕・起訴、実刑判決に至19 
った事例も増加しており、社会的な問題となっている。このような電気通信番号の犯罪利20 
用については、抜本的な対策を検討する必要が生じている。 21 

このような電気通信番号制度を取り巻く現状や今後の動向を踏まえ、IP網への移行等に22 
向けた電気通信番号制度の在り方として、公衆交換電話網（PSTN）の IP網への移行完了を23 
見据えた電気通信番号の使用に関する条件等や電気通信番号の犯罪利用に対する抜本的な24 
対策について検討を行うものである。 25 

本報告書は、IP網への移行等に向けた電気通信番号制度の在り方のうち、公衆交換電話26 
網（PSTN）の IP網への移行完了を見据えた電気通信番号の使用に関する条件として、事業27 
者間における網間信号接続の在り方及び固電話番号における番号ポータビリティの在り方28 
について検討を行うものである。 29 

  30 

                                            
1 網間信号接続 中継系伝送路設備を用いた接続 
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第２章 事業者間における網間信号接続の在り方について 31 

１．検討の背景及び検討事項 32 

１．１ 事業者間における網間信号接続 33 
（１）検討の背景 34 

現行の電気通信番号制度上、電気通信番号を使用した役務を提供する電気通信事業者35 
は、電気通信番号計画（令和元年総務省告示第６号）2において定められる「電気通信番36 
号の使用に関する条件」に従い、電気通信番号を使用することが求められている。 37 
当該条件には、網間信号接続に関する規定もあり、これは、国民が特定の電気通信事38 

業者のサービスに依存せず、どの事業者のサービスを利用した場合でも通話できること39 
を担保するために定められたものである。 40 
現行の条件では、固定電話番号及び音声伝送携帯電話番号の網間信号接続の条件とし41 

て、（１）IP網への移行前を前提とした各都道府県に設置された POI3（第一種指定電気42 
通信設備 4）と接続する方法と、（２）IP網への移行を前提とした東京・大阪に設置され43 
る POIを介して事業者間相互に直接接続する方法の２つの方法が定められており、（２）44 
では、固定電話の競争基盤と利用者利便確保のためには事業者相互間の番号ポータビリ45 
ティの導入が必要であることを踏まえ、その方法を ENUM方式 5に限ることも定められて46 
いる。 47 
これらの規定は、平成 30年に検討が行われ、令和元年から施行されているが、その48 

後、令和５年６月には、東京・大阪に設置されている東日本電信電話株式会社及び西日49 
本電信電話株式会社（以下「NTT東西」という。）の通信設備である POIが第一種指定電50 
気通信設備に指定された。一方、上記（２）の規定は第一種指定電気通信設備を想定し51 
たものとなっておらず、このような状況変化を踏まえ、現行の条件の見直しを検討する52 
必要が生じている。 53 
また、固定電話番号及び音声伝送携帯電話番号以外の電気通信番号の網間信号接続の54 

条件については、現行の規定では、各都道府県に設置された POI（第一種指定電気通信55 
設備）と接続する方法のみが条件と定められており、IP網への移行を前提とした規定で56 
はなく、番号ポータビリティの実施に関する定めもない。 57 
したがって、固定電話番号及び音声伝送携帯電話番号以外の電気通信番号の網間信号58 

接続の条件については、IP網への移行を考慮した規定が必要であると同時に、IP網への59 
移行によって技術的には可能となる番号ポータビリティの義務づけの必要性について検60 
討を行う必要がある。また、番号ポータビリティの義務づけが必要となった場合には、61 
現在、番号ポータビリティを可能とする方式は ENUM方式しかないため、ENUM方式を義62 
務づけることも必要となる。 63 

                                            
2 電気通信事業法第50条第2項の規定に基づき総務大臣が定める電気通信番号の種別やその使用条件を定めたもの。 
3 Point of Interface 事業者間の相互接続点 
4 電気通信事業法第33条第２項に規定する第一種指定電気通信設備（アナログ信号伝送用の電気通信回線設備に限る。） 
5 TTC標準JJ90．30及びTTC標準JJ90．31に基づく網間信号接続の方式 
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 64 
（２）網間信号接続に関する条件 65 

網間信号接続に関する条件は、電気通信番号計画（令和元年総務省告示第６号） 第３66 
で定められており、その内容は次のとおり。 67 

図表１ 網間信号接続に関する条件 68 

電気通信番号の種別 網間信号接続に関する条件 

固定電話番号 

次に掲げるいずれかの方法（(1)に掲げる方法は、令和７年１月末日までに限
る。）により網間信号接続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合
を除く。 
(1) 直接又は他の電気通信事業者（一の者に限る。）の網（当該網に係る当

該電気通信事業者の電気通信回線設備について、固定電話番号を使用して
電気通信役務を提供するための電気通信設備に適用される事業用電気通信
設備の自己確認を行っているものに限る。）を介して第一種指定電気通信
設備と接続する方法 

(2) 全ての網間信号接続対象事業者 6とインターネットプロトコルを使用して
直接接続する方法（ENUM方式に限る。） 

音声伝送携帯電話番号 

次に掲げるいずれかの方法（(1)に掲げる方法は、令和７年１月末日までに限
る。）により網間信号接続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合
を除く。 
(1) 直接又は他の電気通信事業者（一の者に限る。）の網（当該網に係る当

該電気通信事業者の電気通信回線設備について、音声伝送携帯電話番号を
使用して電気通信役務を提供するための電気通信設備に適用される事業用
電気通信設備の自己確認を行っているものに限る。）を介して第一種指定
電気通信設備と接続する方法 

(2) 全ての網間信号接続対象事業者とインターネットプロトコルを使用して
直接接続する方法（ENUM方式に限る。） 

付加的役務電話番号、無線呼
出番号、特定 IP電話番号、
FMC電話番号、特定接続電話
番号、事業者設備識別番号、

付加的役務識別番号 

直接又は他の電気通信事業者（一の者に限る。）の網を介して第一種指定電
気通信設備と網間信号接続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合
を除く。 

 69 
 70 
１．２ 検討事項 71 

検討に当たっては、論点を以下の①及び②に分けて整理したうえで、事業者ヒアリン72 
グを行った。 73 
① 固定電話番号及び音声伝送携帯電話番号における網間信号接続の方法 74 
② 付加的役務電話番号、無線呼出番号、特定 IP電話番号、FMC電話番号及び特定接続75 

電話番号における網間信号接続の方法（ENUM方式に限る必要性及び番号ポータビリテ76 
ィの必要性） 77 

78 

                                            
6 固定電話番号又は音声伝送携帯電話番号のいずれかの指定を受けた電気通信事業者 
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２．固定電話番号及び音声伝送携帯電話番号における網間信号接続の方法 79 

２．１ 主な意見 80 
電気通信番号政策委員会（以下「委員会」という。）での議論において、固定電話番号81 

及び音声伝送携帯電話番号における網間信号接続の方法について、委員等から示された82 
主な意見は以下のとおりである。 83 

＜事業者＞ 84 
  網間信号接続の方法について、（１）または（２）のいずれの方法に寄せた規定にしたとし85 

ても、ENUM方式に係る規定は残しつつ、電気通信番号計画全体の整合性を踏まえた表現とする86 
ことが適切。 87 

  IP 網移行後の網間信号接続の方法については、現行の（２）の規定のとおり、全ての網間信88 
号接続対象事業者と直接接続する方法とすることが望ましい。 89 

  IP 網移行後は、IP網経由（ENUM方式）により事業者間の相互接続が行われ、第一種指定電90 
気通信設備を介さない接続も可能となることから、令和７年１月末日以降も第一種指定電気通91 
信設備と接続する方法を認める場合には見直しが必要。 92 

  第一種指定電気通信設備との接続に係る規定については、IP網移行後は、事業者は第一種指93 
定設備と直接接続することから、令和７年１月末日以降も第一種指定電気通信設備と接続する94 
方法を認める場合、「他事業者を介する」という文言は不要。 95 

＜委員＞ 96 
  規定ぶりとしては、全ての網間信号接続対象事業者とインターネットプロトコルを使用して97 

直接接続する方法（ENUM 方式に限る。）に統一することでよいのではないか。 98 
  「第一種指定電気通信設備」と接続することを明示する必要があるかは、ユニバーサルサー99 

ビス料との関係も考慮が必要ではないか。 100 
 101 
２．２ 方向性（考え方） 102 

上記の意見を踏まえ、IP網移行後の網間信号接続の方法については、ENUM方式を前提103 
とし、全ての網間信号接続対象事業者と直接接続する方法と定める見直しを行うことが104 
適当である。「網間信号接続対象事業者」には、NTT東西が含まれることから、全ての網105 
間信号接続対象事業者と接続する場合には第一種指定電気通信設備との接続が必ず入っ106 
てくる。 107 
また、ユニバーサルサービス制度との関係も踏まえれば、第一種指定電気通信設備と108 

の接続については明示することが適当である。 109 
これらを踏まえ、例えば、「第一種指定電気通信設備及び全ての網間信号接続対象事業110 

者と直接接続する方法」等が考えられるが、具体的な規定ぶりについては、総務省にお111 
いて検討していくことが適当である。 112 

 113 
 114 
 115 
 116 
 117 
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 118 

３．１ 主な意見 119 
委員会での議論において、付加的役務電話番号、無線呼出番号、特定 IP電話番号、120 

FMC電話番号及び特定接続電話番号における網間信号接続の方法について、委員等から121 
示された主な意見は以下のとおりである。 122 

＜事業者＞ 123 
  顧客は自らが使用する電話番号を周知するために、大きな時間とコストをかけている。この124 

ため、0120/0800番号については、番号ポータビリティは必要と考える。 125 
  0120/0800番号については番号ポータビリティの必要性を感じている。一方で、0570や 0990126 

などの特別な用途に特化した番号については、現時点で必要性を感じていない。 127 
  0570番号も将来的には番号ポータビリティの必要性があるのではないか。 128 
  050 番号について、現時点では、番号ポータビリティを要望する声はあまり聞き及ばない。129 

利用者による番号ポータビリティの要望が高まったときに、番号ポータビリティの対象とする130 
ことが適当。 131 

  0120/0800番号は事業者間合意に基づき、既に番号ポータビリティが実施されている。新た132 
に制度として規定する必要はないと考える。 133 

  0120/0800番号で番号ポータビリティを新たに規定することは、新規参入のハードルをあげ134 
ることになるのではないか。 135 

  050 番号について、番号ポータビリティが行えることは良いことである。一方で、システム136 
開発等の負担により利用者への負担増が考えられ、メリットよりもデメリットが上回るのでは137 
ないか。 138 

  番号ポータビリティが義務化されても、既に初期設備投資が終わっている事業者に発生する139 
のは運用コストのみである。 140 

  中小の認定事業者にとっては、ENUMデータベース等を大手事業者から借りやすくなるため、141 
番号ポータビリティの義務化は歓迎。 142 

  無線呼出番号、FMC 電話番号及び特定接続電話番号について、新たに指定の要望はない。 143 
※ この他、網間信号接続の方法について、固定電話番号及び音声伝送携帯電話番号で得られた意 144 
見と同様の意見があった。 145 

＜委員＞ 146 
  0120/0800番号については、事業者間合意に基づき、既に番号ポータビリティが実施されて147 

いるため、新たに制度として規定する必要はないとの意見があったが、大手の既得権益を守ろ148 
うとしているわけではないのか。 149 

  番号ポータビリティを義務化した場合、そのための設備や仕組みを用意する必要があり、コ150 
ストがかかるのではないか。 151 

  完全新規の事業者にとっては、最小限の ENUMデータベースを用意すれば事足りるため、初152 
期投資は比較的容易ではないか。他方で、050番号のような運用中の番号については、ENUMデ153 
ータベースへの移行にあたり大きな追加投資が必要。 154 
 155 

３．２ 方向性（考え方） 156 
 157 

 ＜網間信号接続の方法＞ 158 
現行の条件では、直接又は他の電気通信事業者（一の者に限る。）の網を介して第一種159 

指定電気通信設備と網間信号接続を行うことと定められている一方で、IP網への移行後160 

３．付加的役務電話番号、無線呼出番号、特定 IP 電話番号、FMC 電話番号
及び特定接続電話番号における網間信号接続の方法（ENUM 方式に限る
必要性及び番号ポータビリティの必要性） 
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は、固定電話番号及び音声伝送携帯電話番号における網間信号接続の方法と同様に、必161 
ずしも第一種指定電気通信設備を介して事業者と接続しないことから、同様の見直しを162 
行うことが適当である。具体的には、接続対象事業者と直接接続する方法を前提としつ163 
つ、現行の定めにおいても第一種指定電気通信設備との接続を義務づけている点を鑑164 
み、これを明示した形で規定することが適当である。 165 
また、各電気通信番号における番号ポータビリティの必要性については、以下の内容166 

とすることが適当である。 167 
  168 
＜付加的役務電話番号＞ 169 
着信課金機能（0120/0800）については、新規指定の意向を有する事業者が複数おり、170 

番号ポータビリティのニーズも存在している状況である。また、着信課金機能（0120）171 
については番号の指定率が 99.2%に達しており、追加指定可能な余地が小さい状況にあ172 
ることから、事業者間の合意のもとで既に番号ポータビリティが行われている。さら173 
に、IP網移行後は ENUM方式とする予定で準備が進められている状況にある。 174 
このため、着信課金機能（0120/0800）については、番号ポータビリティの実施を義務175 

づけたとしても事業者に新たに大きなコスト負担が発生する状況ではないことから、こ176 
れを義務づけるとともに、網間信号接続の方法を ENUM方式に限ることが適当である。 177 
統一番号機能（0570）については、法人がコールセンター等で主に利用している実態178 

を踏まえれば、番号ポータビリティについて一定のニーズがあり、これを義務づけする179 
ことが望ましい。また、義務づけられる接続方法が明確であれば、事業者にとって参入180 
に係るコストが検討しやすいというメリットがある。 181 
他方で、統一番号機能（0570）の指定を受け、今後役務提供の開始を予定する事業者182 

において番号ポータビリティの要望はなく、また、IP網への移行完了を間近に控えた状183 
況において、番号ポータビリティの実施の義務づけを行うことは、当該電気通信番号の184 
指定を希望している事業者にとって、市場への参入障壁となるおそれがある。 185 
このため、統一番号機能（0570）については、番号ポータビリティの義務づけは当面186 

の間実施せず、状況を注視することが適当である。 187 
特定者向けメッセージ蓄積・再生機能(0170)は電気通信番号の指定を受ける事業者が188 

いないこと、大量呼受付機能(0180)は電気通信番号の指定を受ける事業者が１者のみで189 
あることから番号ポータビリティを義務づける必要性は低い。また、情報料代理徴収機190 
能(0990)は指定を受ける事業者は２者いるものの、当該番号は常時使用を想定したサー191 
ビスではなく、番号ポータビリティを義務づけるニーズは低い。 192 

以上を踏まえれば、付加的役務電話番号については、原則として、番号ポータビリテ193 
ィの実施を規定し、接続方法を ENUM方式に限るとしたうえで、その対象を着信課金機能194 
（0120/0800）とし、他の機能については対象とならないよう、例外規定を設けることが195 
適当である。 196 

 197 
＜特定 IP電話番号＞ 198 
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特定 IP電話番号については、新規指定の意向を有する事業者が複数いるものの、当該199 
電気通信番号の指定率は 26.8%に留まり、番号の指定可能の余地が大きい。また、令和200 
４年度末における番号の使用数は 1,000万番号未満であり、利用者が多いとはいえない201 
状況である。さらに、当該電気通信番号の指定を受けた事業者は 20社と多く、番号ポー202 
タビリティを義務づけた場合には設備投資による負担が一定程度必要となり、結果、利203 
用者にも負担が発生するおそれがある。 204 
 このため、特定 IP電話番号については、当面の間、番号ポータビリティの義務づけを205 
行わないことが適当である。 206 
 207 

＜無線呼出番号、FMC電話番号及び特定接続電話番号＞ 208 
 無線呼出番号、FMC電話番号及び特定接続電話番号については、事業者へのヒアリン209 
グ等の結果、新規指定の意向を有する事業者はなく、番号ポータビリティの必要性につ210 
いても意見が得られなかった。 211 
これを踏まえ、当該番号については、番号ポータビリティの義務づけは行わないのが212 

適当である。 213 
 214 
  215 
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第３章 固定電話番号における番号ポータビリティの在り方について 216 

１．検討の背景及び検討事項 217 

１．１ 固定電話番号における番号ポータビリティ 218 
（１）検討の背景 219 

固定電話における事業者間相互の番号ポータビリティについては、2011年 12月の220 
情報通信審議会答申 7において、PSTNから IP 網への移行に当たり、「NTT東西と競争事221 
業者間」及び「競争事業者間相互」の番号ポータビリティ（いわゆる「双方向番号ポ222 
ータビリティ」）の実現が求められることが整理されており、事業者において、2011223 
年から「双方向番号ポータビリティ」の実現に向けた調整が進められている。 224 
また、現行の条件では、PSTNの IP網への移行完了が見込まれる令和７年１月末日225 

までに、固定電話番号を使用する役務の提供を行う全ての電気通信事業者の相互間226 
で、番号ポータビリティを可能とし、そのために必要な措置を講ずることが定められ227 
ている。 228 
当該条件では、事業者間相互の番号ポータビリティに関する例外を認める規定はな229 

い。しかし、これまで例外の有無について全体的な検討がされておらず、IP網への移230 
行完了を間近にひかえた現在、例外の必要性を改めて確認し、必要に応じて制度の見231 
直しを行う必要がある。 232 

 233 
（２）番号ポータビリティに関する条件 234 
番号ポータビリティに関する条件は、電気通信番号計画（令和元年総務省告示第６235 

号）第２で定められており、その内容は次のとおり。 236 

図表２ 固定電話番号における番号ポータビリティに関する条件 237 

電気通信番号の種別 網間信号接続に関する条件 

固定電話番号 

第２ 番号ポータビリティについては、次のとおりとする。 
１ 令和７年１月末日までに、固定電話番号の指定を受けた電気通信事業者
（当該指定を受けた電気通信事業者から卸電気通信役務の提供（２以上の
段階にわたる卸電気通信役務の提供を含む。２において同じ。）を受ける
電気通信事業者を含む。２において「固定電話番号使用事業者」とい
う。）の相互間で、番号ポータビリティを可能とし、そのために必要な措
置を講ずること。 

２ １の規定によるもののほか、利用者（電気通信事業者である者を除
く。）が、FTTHアクセスサービス（電気通信事業報告規則第１条第２項第
７号に規定する FTTHアクセスサービスをいい、FTTHアクセスサービスと一

                                            
7「ブロードバンド普及促進のための環境整備の在り方」答申（2011年12月20日 情報通信審議会）において、「PSTNから

IP網への移行に当たって、NTT東西の0AB～J IP電話の契約者数のシェアが 70％弱を占める状況に照らしても、可能な限

り早期に、0AB～J IP電話においてNTT東西と競争事業者間の番号ポータビリティを実現することが求められる」、「利用

者利便の観点からは、NTT東西の利用者だけでなく、競争事業者の利用者が他事業者へ番号ポータビリティを利用して移

転可能とすることも求められる。PSTNからIP網への移行に当たり、0AB～J IP電話市場における競争環境の進展を踏まえ

つつ、事業者間のIP網の直接接続の実現とともに、競争事業者間相互の番号ポータビリティの実現が求められる」と整

理されている。 



9 

体的に IP電話（同項第４号に規定する IP電話をいい、固定電話番号を使
用するものに限る。以下この２において同じ。）を提供するものに限る。
以下この２において同じ。）の提供に関する契約の相手方を(1)に定める者
から(2)に定める者に変更する場合（当該契約の変更の前後において、その
一端が当該利用者の端末設備等と接続される固定端末系伝送路設備の設置
場所を変更しない場合に限る。）においては、現に当該利用者が提供を受
けている IP電話に係る番号ポータビリティが可能であること。ただし、当
該番号ポータビリティが技術的に困難である場合、当該番号ポータビリテ
ィのために必要な電気通信設備の変更に時間を要する場合その他の当該番
号ポータビリティが不可能であることについて特別の事情があると総務大
臣が特に認める場合を除く。 
(1) 固定電話番号使用事業者であって、FTTHアクセスサービスを提供する

者 
(2) 固定電話番号使用事業者であって、FTTHアクセスサービスを提供する

者（変更前の者から卸電気通信役務の提供を受ける者、変更前の者に卸
電気通信役務の提供をする者、又は変更前の者に卸電気通信役務の提供
をする者から卸電気通信役務の提供を受ける者に限る。） 

 238 

図表３ 音声伝送携帯電話番号における番号ポータビリティに関する条件（参考） 239 

電気通信番号の種別 網間信号接続に関する条件 

音声伝送携帯電話番号 

第２ 番号ポータビリティについては、次のとおりとする。 
音声伝送携帯電話番号の指定を受けた電気通信事業者（当該指定を受けた

電気通信事業者から卸電気通信役務の提供（２以上の段階にわたる卸電気通
信役務の提供を含む。）を受ける電気通信事業者を含む。）の相互間で、番
号ポータビリティが可能であること。ただし、音声伝送携帯電話番号をデー
タ伝送役務及びショートメッセージサービスのみの用に供する場合を除く。 

 240 
 241 
１．２ 検討事項 242 

固定電話番号における事業者間相互の番号ポータビリティの例外の有無について検討243 
を行うため、事業者ヒアリングを行った。 244 

 245 

２．意見及び考え方 246 

２．１ 主な意見 247 
委員会での議論において、固定電話番号における事業者間相互の番号ポータビリティ248 

の例外について事業者から示された主な意見は以下のとおりである。 249 
 250 

＜番号ポータビリティが技術的に行えないケース＞ 251 
  メタル収容装置は他社が指定を受けた番号及び NTT東西のひかり電話番号帯から NTT東西の252 

メタル回線へのポートインは、技術的に不可。また、番号区画内での番号持ち運びが可能なロ253 
ケーションポータビリティについても、メタル回線については、従前どおり、収容エリアの変254 
更を伴う移転の場合では、持ち運びは技術的に不可。 255 

 256 
＜番号ポータビリティを実施する必要のないケース＞ 257 
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  NTT 東西が提供する公衆電話、緊急通報用電話（利用としては 0AB～Jの番号を意識しないで258 
利用しているため） 259 

  NTT 東西が提供する臨時電話（期間限定の一時的な電話の利用であるため） 260 
  付加的役務電話番号などのサービス呼の裏番号（利用者の端末設備の識別に用いない番号） 261 
  提供エリア外地域 262 

 263 
＜その他考慮しておくべき事項＞ 264 
  実施に当たっては、利用者がわかりやすいフローであることが必要。 265 
  卸元・卸先によらず全事業者が同じ仕様・時間で番号ポータビリティが実行できることを確266 

保することが重要。 267 
  番号ポータビリティのスムーズな運用を通じて、利用者利便を確保し、事業者間競争の阻害268 

要因とならないようにすべく、ガイドライン等の整理（番号ポータビリティの受付時間等）が269 
必要なのではないか。 270 

  番号ポータビリティの例外が認められるのであれば共有してほしい。 271 
 272 
２．２ 方向性（考え方） 273 

事業者ヒアリングから、固定電話番号における事業者間相互の番号ポータビリティに274 
ついては、技術的に行えないケース及び番号ポータビリティに関するニーズがなく実施275 
する必要がないケースの存在が確認できた。このため、固定電話番号における事業者間276 
相互の番号ポータビリティについては、実施の例外を認めることが適当である。なお、277 
例外とするケースは様々存在することに鑑み、規定としては、例えば「特に総務大臣が278 
認める場合を除く。」のように、特定のケースに言及しないことが適当である。 279 
他方で、番号ポータビリティが技術的に行えないケース及びポータビリティを行う必280 

要がないケースについては、公正競争の確保の観点から、事業者に共有されることが必281 
要であることから、当該ケースについては総務省において公表することが適当である。 282 
また、固定電話番号の事業者間相互の番号ポータビリティの実施にあたっては、事業283 

者間の公正競争及び利用者利便を確保するため、例えば、番号ポータビリティの受付時284 
間や手数料等を明らかにしていくことが望まれる。このため、事業者間相互の番号ポー285 
タビリティの実施にあたり事業者が遵守すべき事項について、ガイドライン等により示286 
すことが適当である。具体的な事項の検討については、総務省において、新規参入者も287 
考慮に入れた事業者間の中立性や公平性が担保されるよう、関係事業者等と連携のう288 
え、進めていく必要がある。 289 

  290 
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 291 

 292 

 293 

 294 

 295 

資料編 296 

  297 
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 298 
諮 問 第 1 2 3 8 号 299 
令和６年５月２日 300 

情報通信審議会 301 
会長 遠藤 信博 殿 302 

 303 
 304 
 305 

 306 
 307 

         総務大臣臨時代理 国務大臣 小泉 龍司 308 
 309 
 310 
 311 
 312 

諮  問  書 313 
 314 
 315 
 316 
下記について、別紙により諮問する。 317 

 318 
 319 
 320 

記 321 
 322 
 323 
IP網への移行等に向けた電気通信番号制度の在り方 324 
  325 

資料１ 
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別紙 326 
 327 
諮問第 1238号 328 
 329 
IP網への移行等に向けた電気通信番号制度の在り方 330 
 331 
１ 諮問理由 332 

令和元年５月に施行された電気通信事業法（昭和 59年法律第 86号）の改正（電気通333 
信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律（平成 30年法334 
律第 24号））により、電気通信番号制度の改正が行われ、電気通信番号計画（令和元年335 
総務省告示第６号）によって、電気通信番号の種別ごとに当該種別の電気通信番号の使336 
用に関する条件が規定された。 337 
一方、令和７年１月には、公衆交換電話網（PSTN）の IP網への移行の完了が予定され338 

ており、従来の網間信号接続の在り方等に変更が生じ得る。 339 
また、IP網への移行後は、固定電話番号においても、音声伝送携帯電話番号と同様340 

に、双方向の番号ポータビリティを可能とすることが予定されているが、その例外の設341 
定の必要性等については、明らかにされていない。 342 
さらに、従来から、特殊詐欺等の犯罪に電気通信番号が悪用される例が後を絶たず、343 

最近は、このような例に対する逮捕・起訴、実刑判決に至った事例も増加しており、社344 
会的な問題となっている。 345 
ついては、公衆交換電話網（PSTN）の IP網への移行完了を見据えた電気通信番号の使346 

用に関する条件等や電気通信番号の犯罪利用に対する抜本的な対策について、これまで347 
の議論を踏まえつつ、検討を行う必要がある。 348 
以上により、IP網への移行等に向けた電気通信番号制度の在り方について諮問するも349 

のである。 350 
 351 
２ 答申を希望する事項 352 

IP網への移行等に向けた電気通信番号制度の在り方 353 
 354 
３ 答申を希望する時期 355 
  令和６年 10月頃 356 
 357 
４ 答申が得られた時の行政上の措置 358 
  今後の情報通信行政の推進に資する。 359 
  360 



14 

 361 

電気通信事業政策部会 名簿 362 

 363 
（敬称略・五十音順） 364 

 氏名 主要現職 

部会長 森川
もりかわ

 博之
ひろゆき

 東京大学 大学院 工学系研究科 教授 

部会長代理 岡田
お か だ

 羊祐
ようすけ

 成城大学 社会イノベーション学部 教授 

委員 浅川
あさかわ

 秀之
ひでゆき

 株式会社日本総合研究所 主席研究員／プリンシパル 

委員 荒牧
あらまき

 知子
と も こ

 公認会計士 

委員 石井
い し い

 夏生利
か お り

 中央大学 国際情報学部 教授 

委員 江﨑
え さ き

 浩
ひろし

 東京大学 大学院 情報理工学系研究科 教授 

委員 大橋
おおはし

 弘
ひろし

 
東京大学 副学長／公共政策大学院 教授／大学院 経済

学研究科 教授 

委員 高橋
たかはし

 利枝
と し え

 
早稲田大学 教授／ケンブリッジ大学「知の未来」研究所 

アソシエイト・フェロー 

 365 
  366 

資料２ 
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 367 

電気通信番号政策委員会 名簿 368 

 369 
（敬称略・五十音順） 370 

 氏名 主要現職 

主査 

専門委員 
相田
あ い だ

 仁
ひとし

 東京大学 特命教授 

専門委員 河村
かわむら

 真紀子
ま き こ

 主婦連合会 会長 

専門委員 猿渡
さるわたり

 俊介
しゅんすけ

 大阪大学 大学院 情報科学研究科 准教授 

専門委員 柴田
し ば た

 潤子
じゅんこ

 神戸大学大学院法学研究科 教授 

主査代理 

専門委員 藤井
ふ じ い

 威生
た け お

 
電気通信大学 先端ワイヤレス・コミュニケーション研究

センター 教授 

専門委員 三友
み と も

 仁
ひ と

志
し

 早稲田大学 大学院 アジア太平洋研究科 教授 

専門委員 森
も り

 亮二
りょうじ

 英知法律事務所 弁護士 

専門委員 矢入
や い り

 郁子
い く こ

 上智大学 理工学部 情報理工学科 教授 

専門委員 山下
やました

 東子
は る こ

 大東文化大学 経済学部 教授 

 371 
  372 
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 373 
 374 

開催状況 375 

 376 
 開催日・開催方法 議題等 

電気通信事業

政策部会 

（第 72回） 

令和６年５月２日 

※Web会議 

「IP 網移行後に向けた電気通信番号の在り方」

について【令和６年５月２日付け諮問第 1238号】 

（諮問） 

電気通信番号

政策委員会 

（第 33回） 

令和６年５月 14日 

※Web会議 

「IP 網移行後に向けた電気通信番号の在り方」

について【令和６年５月２日付け諮問第 1238号】 

（諮問事項に関する検討の進め方） 

電気通信番号

政策委員会 

（第 34回） 

令和６年５月 30日 

※Web会議 

事業者間における網間信号接続の方法及び固定

電話番号における番号ポータビリティの例外等

に関する事業者等ヒアリング 

電気通信番号

政策委員会 

（第 35回） 

令和６年６月 14日 

※Web会議 

事業者間における網間信号接続の在り方及び固

定電話番号における番号ポータビリティの在り

方に関する論点整理 

電気通信番号

政策委員会 

（第 36回） 

令和６年６月 27日 

※Web会議 

事業者間における網間信号接続の在り方及び固

定電話番号における番号ポータビリティの在り

方に関する報告書案について 

 377 
 378 

 379 

資料４ 


